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松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託（第Ｄ地区）・・・１回当り

松戸市教育委員会

設
計
概
要



費目 工種 種別 単位 数量 単価 金額 摘要

本委託費

草木収集運搬

普通作業員 回 1 第１表

一般運転手 回 1 第２表

ダンプトラック　（２ｔ） 回 1 第３表

小計

ごみ処理 ㎏ 1 16

委託費計

内 訳 表



第1表　単価表 普通作業員 1回　当り

名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員 人 千葉県積算基準

諸経費 ％

**合計**



第2表　単価表 一般運転手 1回　当り

名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

一般運転手 人 千葉県積算基準

諸経費 ％

**合計**



第3表　単価表 ダンプトラック（2ｔ積） 1回　当り

名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

車両損料 2ｔ積 ｈ 4 建設機械等損料表

タイヤ損耗費 2ｔ普通 ｈ 4 千葉県積算基準

燃料費 軽油 Ｌ 14 千葉県積算基準

諸経費 ％

**合計**



費　　目 工　　種 種　　別 数量 単位 単 　価

本委託費

草木収集運搬

普通作業員 1 回 38.10694 %

一般運転手 1 回 40.53606 %

ダンプトラック（２ｔ） 1 回 21.35700 %

 

　 小計 100 %

ごみ処理 1 ㎏ 16

委託費計  

　 　 　 　 　  

　 　 　 　

　 　

　松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託　（第D地区） 　内訳比率表

比率



1 事業名称 松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託（第Ｄ地区）

2 事業場所 松戸市立中部小学校他15校

3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

4 業務内容 学校から排出されるせん定枝・草・落葉等の草木を収集し、指定の処理
場へ運搬する

5 種類 ・せん定枝
・刈草
・落葉
・その他上記に類する草木

6 年間予定（量・回数・要請回数）
・収集量 ・ ・ ・ ｋｇ

・収集回数 ・ ・ ・ 回

7 収集日・収集時間
収集日は、原則として土・日、祝祭日及び年末年始（12月29日から1月
3日）を除く日とし、教育委員会からの要請があった日に収集する。
収集時間帯については、極力午前中に業務完了すること。
なお、収集時間帯に行けない時は、予め学校に通知すること。

8 収集場所 収集場所は収集必要校各校の所定場所とする。

9 一般事項 1）車両については、本市より一般廃棄物収集運搬車証明書の発行を受け
ているものとする。また、車種については搬入先の指示に従うこと。
但し、大型車両で運搬を行う場合、搬入出口が狭い学校があるため特
に注意すること。また、大型車両に限らず、学校運営業務に支障のな
いよう搬入出をすること。

2）台貫計量時、該当業務受託業者であることをクリーンセンターの担当
者がすぐに確認できるよう、車両及び車両の前面フロント等の見やす
い箇所に業者名を表示をすること。

3）搬入先は、原則和名ヶ谷クリーンセンターとし、変更する場合は別途
、教育委員会が搬入先を指定する。

4）クリーンセンターへの搬入量は1日2ｔを目安とし、1回の業務は、お
よそ2ｔになるよう行うこと。

5）本契約の「１回」とは、１日あたりおよそ２ｔの搬入量に達するまで
行うこととする。

6）クリーンセンターへの搬入時間は、午前９時から午後４時３０分まで
とする。

7）本委託業務以外のごみと混ぜて収集しないこと。

8）収集に際して、収集時に各学校に保管してある全ての草木を収集する
こと。全て収集できない場合は、教育委員会に連絡し、指示を受ける
こと。

仕　様　書

39,000

22



9）収集量は、クリーンセンターの台貫で計量した数量とする。

10）教育委員会から収集の要請を受けた時は速やかに収集計画を立て、
教育委員会に通知すること。また、1日（1回）の業務終了後に
収集校と収集量の報告をすること。

11）収集日の変更は、協議の上行なうものとする。

12）業務報告書には、搬入日ごとに作成した作業日報を添付すること。

13）作業日報は搬入日ごとに作成し、学校搬出時に立会者（学校関係者）
のサインまたは検収印を受けること。

14）受託者は業務完了後、完了届（または一部完了届）、請求書、業務報
告書作業日報、クリーンセンターが発行する計量伝票の写しを速やか
に委託者に提出すること。

10 その他 1）受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、同法「施行令」及
び同法「施行規則」等関係法令を遵守すること。

2）受託者は「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の抑制
に関する条例」（ディーゼル条例）を遵守すること。

3）収集時は、ごみの積み残しをせず、飛散防止に努めること。

4）処理中に学校及び第三者に損害を与えた時は、受託者がその責を負わ
なければならない。

5）この仕様書に定めのない事項または、この仕様書に疑義が生じた事項
については、協議の上定めるものとする。ただし、委託者が、管理運
営上必要と認めた簡易な関連事項については、本仕様書に含まれるも
のとする。



松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託（Ｄ地区）地区割表

地区 番号 学校 住所 電話番号

1 中部小学校 松戸2062番地 047-363-4191

2 東部小学校 高塚新田382番地の1 047-391-2971

3 北部小学校 根本217番地 047-363-5251

4 相模台小学校 岩瀬434番地の2 047-363-4245

5 南部小学校 小山148番地 047-363-5171

6 矢切小学校 中矢切540番地 047-363-6288

7 柿ノ木台小学校 二十世紀が丘柿の木町111番地 047-365-7661

8 梨香台小学校 高塚新田512番地の13 047-391-4311

9 河原塚小学校 河原塚47番地の1 047-392-5100

10 和名ケ谷小学校 和名ケ谷1085番地 047-391-2401

11 大橋小学校 二十世紀が丘梨元町32番地 047-392-2921

12 第一中学校 岩瀬587番地 047-363-4171

13 第二中学校 小山685番地 047-363-7205

14 第五中学校 高塚新田380番地 047-391-2110

15 河原塚中学校 河原塚190番地 047-391-6161

16 和名ケ谷中学校 和名ケ谷1338番地の1 047-391-1818

Ｄ



松戸市教育委員会　教育長

事業名称 松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託 (第Ｄ地区) 

事業場所 松戸市立中部小学校他15校

学校名

　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日に実施した業務内容を下記の通り報告し

名称 単位 数量 単価 金額

普通作業員 1回あたり

一般運転手 1回あたり

ダンプトラック 1回あたり

ごみ処理 ㎏ 16

10%

確認年月日 監督職員 　　　　　　   印

松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託 (第Ｄ地区) 報告書

合計

下記のとおり業務を完了したことを確認しました。

      　　年　　　月　　　日

年　　月　　日

受託者　　（住所）　　　　　　　　　　　　　

（氏名）　　　　　　　　　　　　　

小計

消費税相当額



報告者

単位 累計

1回あたり

1回あたり

1回あたり

収集開始時刻 収集完了時刻

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

クリーンセンター
搬入完了時間

単位

： ㎏

備
考

枝
処
分

処分場所 数量 累計

立会者のサインまたは印

本
日
の
収
集
校

学校名

一般運転手

ダンプトラック

名称 作業員氏名 本日計

普通作業員

作業日 　　年 　　月 　　日　（ 　　 ）

作 業 日 報

事業名称 松戸市立小中学校草木収集運搬業務委託 (第Ｄ地区)

事業場所 松戸市立中部小学校他15校



委員会 業者

※①～⑦を繰り返す。

【別紙：松戸市小中学校草木収集運搬業務委託（第Ｄ地区）業務フロー図】

業
務

本委託業務 契約締結

3月31日 本委託業務 契約満了

①教育委員会からの収集の

要請・収集期間の提示

②収集予定表作成。学校・委

員会に通知。（収集の5日前まで）

③収集業務

④完了

⑦支払

⑥検査

⑤関係書類の提出
（書類：完了届、請求書、業務報告

書、作業日報、領収書の写し）

収集業務前に、これから業

務に入ると連絡をもらう。

また収集業務後も、業務終

了の連絡をもらう。
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